
支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官　平下　一三
（ 公　印　省　略 ）

　下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

　１．入札に付する事項
調達番号

自:

至:

　２．入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ））対象案件）

　３．入札日時

　４．入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎Ｅ２棟３階入札室

　５．参加資格　（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、
　　　　　　　　　　被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条
　　　　　　　　　　中、特別の理由がある場合に該当する。
　　　　　　　　（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
　　　　　　　　（３）令和07・08・09年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＣ
　　　　　　　　　　等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
  　            （４）防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止
　　　　　　　　　　の措置を受けている期間中の者でないこと。
　　　　　　　　（５）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であっ
　　　　　　　　　　て、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行
　　　　　　　　　　おうとする者でないこと。
　　　　　　　　（６）上記（３）の等級かかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則（平成１８年防衛庁訓
　　　　　　　　　　令第１０８号）第１８条第４項各号のいずれかに該当する者（具体的には、以下ア～
　　　　　　　　　　キのいずれかに該当する者）であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しよ
　　　　　　　　　　うとするものについては、 までに
　　　　　　　　　　下記ア～キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。

　　　　　　　　　　ア　当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者

　　　　　　　　　　イ　資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数
　　　　　　　　　　　値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者

　　　　　　　注：１　特許には、海外で取得したものを含む。
　　　　　　　　　２　技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省
　　　　　　　　　　令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及

令和７年１０月３０日(木) (１０:３０)

令和７年 １０月 ２８日 (火) １２:００

営-I-035 市ヶ谷庁舎空調設備等整備役務 仕様書のとおり 仕様書のとおり
契約締結日

令和８年３月３１日

令和7年10月7日 支担官第490号

公　　　　告

記

件名 内容 履行場所 履行期限



　　　　　　　　　　び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。

　　　　　　　　　　ウ　ＳＢＩＲ制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に
　　　　　　　　　　　係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

　　　　　　　　　　エ  株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式　会社
　　　　　　　　　　　地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間
　　　　　　　　　　　資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開
　　　　　　　　　　　拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形
　　　　　　　　　　　成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交
　　　　　　　　　　　通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外
　　　　　　　　　　　通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構に
　　　　　　　　　　　おける地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対
　　　　　　　　　　　象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又
　　　　　　　　　　　は役務に関する分野における技術力を証明できる者

　　　　　　　　　　オ  国立研究開発法人（科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平
　　　　　　　　　　　成２０年法律第６３号）第２条第９項に規定する研究開発法人のうち、同法別表
　　　　　　　　　　　第３に掲げるものをいう。）が同法第３４条の６第１項の規定により行う出資の
　　　　　　　　　　　うち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当
　　　　　　　　　　　該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

　　　　　　　　　　カ  国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム
　　　　　　　　　　　強化事業（ベンチャーキャピタルの認定）」又は国立研究開発法人新エネルギー
　　　　　　　　　　　・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業（ベンチャ
　　　　　　　　　　　ーキャピタル等の認定）」において採択された者の出資先事業者であり、当該競
　　　　　　　　　　　争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

　　　　　　　　　　キ  グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログ
　　　　　　　　　　　ラム（Ｊ－Ｓｔａｒｔｕｐ又はＪ－Ｓｔａｒｔｕｐ地域版）に選定された事業者
　　　　　　　　　　　であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる
　　　　　　　　　　　者

　６．入札方法　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を
　　　　　　　　加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの
　　　　　　　　とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者である
　　　　　　　　か免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額
　　　　　　　　を入札書に記載すること。

　７．入札保証金及び契約保証金　　免　除

　８．入札の無効　　５の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とす
　　　　　　　　　る。

　９．契約書作成の要否　　要

　10．適用する契約条項　　公共建築保全業務契約約款、談合等の不正行為に関する特約条項、
　　　　　　　　　　　　　暴力団排除に関する特約条項、

　11．その他
　　　（１）細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）
　　　　　のとおり。
　　　（２）入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
　　　（３）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真に
　　　　　やむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
　　　（４）仕様書記載の事前承認を必要とする工法及び材料について、

１２:００ まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けること。
　　　（５）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（https://www.p-portal.go.jp）を利用した応
　　　　　札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、
　　　　　「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、
　　　　　までに、下記担当者必着分を有効とする。
　　　（６）落札者が、１０に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第２条第１項に規定する中小
　　　　　企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
　　　（７）入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
　　　　　　〒162-8801　東京都新宿区市谷本村町５－１　（庁舎Ａ棟10階）※顔写真付の身分証明書を
　　　　　持参すること。

令和７年１０月２８日(火)

令和７年１０月２３日(木)



　　　　　　受付時間　９：３０～１８：１５（１２：００～１３：００までの間を除く）

　　　　　また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。
　　　　　　　メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp
　　　　　　　メール件名　　：「件名：○○○」　入札案内送信依頼
　　　　　　　添付ファイル　：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し
　　　　　　　防衛省大臣官房会計課契約係　押川　電話　03-3268-3111　内線20823



仕 様 書 

件 名 市ヶ谷庁舎空調設備等整備役務 
作成年月 令和７年９月 

作成部署 大臣官房会計課庁舎管理室 

 

 

１ 履行場所： 東京都新宿区市谷本村町５－１ 防衛省市ヶ谷庁舎 

 

２ 履行期間： 契約締結日 から 令和８年３月３１日 

 

３ 概   要：  市ヶ谷庁舎空調設備等の整備を行う。 

 

４ 一般事項 

(1)  共通事項 

ア 本業務は、本仕様書によるほか、次に基づき実施する。 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書（最新版）」（以降、

「共通仕様書」という。） 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務報告書作成の手引き（最新版）」

（以降、「手引き」という。） 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）最新

版」（以下「標準仕様書」という。） 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）

最新版」（以下「機械設備標準仕様書」という。） 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

最新版」（以下「電気設備標準仕様書」という。） 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

最新版」（以下「建築改修標準仕様書」という。） 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事

編）最新版」（以下「機械設備改修標準仕様書」という。） 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事

編）最新版」（以下「電気設備改修標準仕様書」という。） 

イ 庁舎内への出入り及び施設への立ち入りについては監督官の指示に従い、直ちに庁舎

内で定められた関係規則の手続きを行うとともに諸規定に従うものとし、業務に関係の

ない施設には立ち入らない。 

なお、立ち入るために許可手続きが必要な施設もあることから発注後、速やかに監督

官と調整の上、関係書類を提出する。 

ウ 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合、直ちに監督官に報告するとともに、

受注者の責任において復旧及び賠償する。 

エ 業務関係図書等の管理 

(ｱ) 業務関係図書、受注者が作成した業務計画書、作業計画書、業務報告書及び本業務

関係書類は、第三者に対して貸与、複写又は閲覧させてはならない。 

(ｲ) 業務関係図書等を自ら使用するために複製する場合は、あらかじめ監督官に届出を

行い事前に承諾を受ける。 

(ｳ) 受注者は、官側の承認を得て業務の一部を第三者に請け負わせようとするときは、

当該下請契約書において、業務関係図書等の適切な管理に関する規定を明確にしてお

く。 

(ｴ) 業務関係図書等は、複製したものを含め業務終了後直ちに返却する。 

 



オ ディーゼル車規制の遵守 

(ｱ) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成

12 年東京都条例第 215 号）に規定するディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、

又は使用させる。 

(ｲ) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の

提示を求める場合、速やかに提示する。 

カ 使用する物品が、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和７年１月２８日

変更閣議決定）」に該当する品目の場合は、その基準を満たすものであること。ただし、

基本方針の改定があった場合にはこれに従う。 

 

(2)  用語の定義 

「共通仕様書 第１編 第１章 第１節 １．１．２用語の定義」による。 

 

(3)  業務体制等 

ア 業務職員及び業務体制 

受注者は、業務責任者及び業務担当者をもって業務体制を組むものとする。ただし、

兼任を妨げない。 

(ｱ)  業務責任者とは、業務を総合的に把握し業務を円滑に実施するために監督官との連

絡調整を密に行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。また、業務責任者は、

本業務について、統括管理しなければならない。 

(ｲ) 業務担当者とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受

注者側の担当者をいう。 

(ｳ) 法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業

務を行う。 

イ 業務責任者は、十分な安全衛生対策を行い、作業員に対しては機会あるごとに注意喚

起させる。また、作業の工程ごとに安全に対する検討を行い、必要な措置を講じ安全衛

生管理を徹底させる。また、安全衛生管理については、関係法令に従って行う。 

ウ 受注者は、業務職員に対し、業務を行うに適した服装及び名札を着用させ、業務の従

事者であることを明瞭にする。 

 

(4)  業務計画書 

業務の実施に先立ち、実施体制、緊急連絡体制、全体工程、業務担当者が有する資格、

廃棄物処理に関する書類（収集運搬許可書等）、使用機器、使用薬剤等、必要な事項を総

合的にまとめた業務計画書を作成し、業務開始前に提出し、監督官の承諾を得る。なお、

業務計画書作成にあたり業務を系統的かつ統一的に実施するために、施設の安全と衛生環

境に関する法令及び労働基準法等関係法令等を遵守する。 

なお、提出部数及び媒体の種類等は、下表のとおりとする。 

 

(5)  作業計画書 

業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範

囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理を具体的に定めた作業計画書を作成し、監督

官の指示した日までに提出し、承諾を得る。 

なお、提出部数及び媒体の種類等は、下表のとおりとする。 

 

(6)  業務報告書等 

ア 業務の結果を業務報告書に記載し、作業終了後速やかに監督官に提出する。 

イ 業務報告書の書式は監督官の了承を得る。 

ウ 業務報告書の記載にあたっては、出来るだけ具体的に記載する。また、整備対象機器

のメーカー名、型番、製造番号等を必ず記載する。 

 



エ 履行期間の終了時には、業務報告書を製本または、ファイルして業務写真と共に各１

部ずつ提出する。 

オ 業務写真は、カラー（サービス版）でアルバムまたはファイルされたものとし、撮影

箇所は監督官の指示による。 

カ 次の業務の記録について、監督官より請求された場合は、提出又は提示する。 

(ｱ)  監督官と調整結果の記録の作成。 

(ｲ)  業務の全般的な経過を記載した書面の作成。ただし、同一内容を連続して行う場合

は、監督官と協議の上、省略できる。 

(ｳ)  一業務を終了した場合には、その内容を記載した書面を作成。 

キ 提出部数及び媒体の種類等は、下表のとおりとする。 

ク 業務実施においては、本業務に従事する者の名簿を役務実施前に監督官に提出するこ

と。 

 

(7) 業務に含まれる工事 

業務内容において、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する建

設工事が含まれる場合（同法第３条第１項ただし書の軽微な建設工事を除く。）は、業務

実施前に同法第３条に規定する許可証明書、同法第１９条の２に規定する現場代理人等通

知書及び同法第２４条の７に規定する施工体制台帳の写しを監督官に提出するものとし、

業務の実施にあたっては、使用する材料の工事材料搬入報告書を作成するとともに、施工

前後及び施工中の写真（カラー）を撮影の上、業務報告書に添付するものとする。 

 

(8) 損傷箇所等に対する措置 

業務を実施した際、異常・劣化及び損傷箇所等を発見した場合は、直ちに監督官に報告

するとともに、原因・対応措置の判断を行い、とるべき必要な措置、方法、費用等を業務

報告書に記載し、写真及び図面と共に監督官に速やかに提出し、了承を得る。 

 

(9)  清掃  

作業を実施する際および作業完了後は、機器本体及び周辺の清掃を確実に実施する。 

 

(10) 喫煙 

喫煙は、監督官の指定する屋外の喫煙所とする。 

 

(11) 光熱水料の提供 

業務の実施に必要な最小限の電気、ガス、水道等の使用については官側から無償で提供

を受けることができる。 

 

(12) 使用機器の経費負担 

業務に必要な工具、計測機器等は設備機器に付属して設置されているものを除き、受注

者の準備とする。 

また、安全管理に必要な機器等についても受注者の準備とする。 

 

(13) 廃棄物等処理 

業務の実施に伴い発生した金属類は官側に引き渡すこととし、引き渡す際は重量（単位

：キログラム）を集計し、官側との協議により市ヶ谷地区内の指示した場所に集積する。

廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「東京都廃棄物の処理及

び再利用に関する条例」等関係法令に基づき、適正に処理するとともにマニフェスト等を

監督官に提出する。 

 

(14) 情報漏えい防止 

業務期間中、知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、業務終了後も同様とする。 



 

(15) 不審物等の通報 

業務期間中、不審物が置かれているなど明らかに普段と違う状況を発見した場合は、不

審物に触れることなく直ちに監督官又は近くに警備職員がいる場合は警備職員に通報す

る。 

 

(16) 協議 

本仕様書に疑義が生じた場合、速やかに支出負担行為担当官等と協議する。 

 

(17) 完了検査 

受注者は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官の指定した者が行う完了検査を受ける

ものとする。 

 

 



５ 特記事項：

(1)

(2) 石綿事前調査における、石綿検出時の対応

(3) 仮設

ア

イ

ウ

エ

オ

(4)

(5)

(6) その他

ア

イ

ウ

　高所での作業を要する箇所には足場、安全帯等を使用し、労働安全衛生法、建築基準法その
他関係法令を遵守して適切な保守管理を実施すること。

　執務室内、電気等のライフラインを停止する作業及び相当の音が発生する作業は閉庁日に実
施することを基本とする。細部は監督官と協議する。

　業務が円滑に実施出来るよう、事前に庁舎等への立入申請の要領の確認及び作業実施場所等
の現地調査を行うとともに、補修箇所の確認をすること。現地調査の細部については監督官と
調整の上、指示に従うこと。

　作業実施前に、交換機器等を官側の指示に従い現地にて確認するとともに、監督官に使用材
料の承認を得ること。

　交換機器等整備後、試運転調整を実施し、当該機器が正常に運転することを確認するととも
に、試運転結果報告書を各作業実施後及び履行期限終了時に提出すること。なお、様式につい
ては監督官と調整するとともに、提出部数等は提出物一覧表のとおりとする。

　設置した機器に対して、品名、規格、製造番号、整備年月日を監督官の指示した位置にラベ
ル等で表示すること。

　作業に必要な物品、設備等の移動・復旧、残置物への汚染防止養生及び作業範囲の清掃を実
施すること。

　別紙「整備項目」に記した各項目の使用資材等については、参考型番等をもとに受注者が準
備し、機器の補修・試運転調整を行う。ただし、現在使用している部品以外の資材を使用する
場合は同等以上のものであることとし官側の承認を得ること。なお、業務が円滑に実施出来る
よう事前に現場を確認すること。

　必要に応じて石綿事前調査（採取・分析）を実施すること。
　石綿事前調査において石綿が検出された場合、監督官に報告するとともに関係法令に基づき
撤去・処分すること。

　既存施設、施工済み部分等について、汚染又は損傷しないよう適切な養生を実施すること。

　車道、歩道等において作業を実施する際は、通行範囲の確保及び交通整理を実施すること。

　車道、歩道等へ作業に伴う資材、器材及び養生材を残置する場合は、事前に監督官と調整の
上、指示に従うこと。その際、夜間等における注意喚起に必要な資器材は請負者において準備
すること。



６ 提出書類一覧

７ 配置図

庁舎Ｂ棟

庁舎Ｃ３棟

庁舎Ｃ棟

庁舎Ａ棟

庁舎Ｆ２棟

厚生棟

庁舎Ｄ棟 庁舎Ｅ２棟

庁舎Ｆ１棟

６８倉庫

１０号館 屋外ポンプ室

B1
B2

C1 C2



別　紙

　　対象機器：庁舎Ａ・Ｂ・Ｄ棟冷却塔電磁開閉器交換

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備考

　

18 個 三菱電機　ＭＳＯ－Ｔ２５ＫＰ　

18 個 三菱電機　Ｓ－Ｔ２１

8 個 富士電機　ＳＷ－５－１／２Ｅ

8 個 指月電機製作所　ＲＧ２４６０４０６Ｊ

4 個 富士電機　ＳＷ－５－１／２Ｅ

3 個 富士電機　ＳＷ－５－１／２Ｅ

3 個 指月電機製作所　ＲＧ２４６０４０６Ｊ

3 個 富士電機　ＳＷ－５－１／２Ｅ

9 個 富士電機　ＳＣ－Ｎ３

9 個 富士電機　ＳＣ－Ｎ２

9 個 富士電機　ＳＣ－５－１

9 個 指月電機製作所　ＲＧ２４６０１０７Ｊ

9 個 富士電機　ＭＳ４ＳＹ－ＡＰ

9 個 富士電機　ＴＫ－Ｎ３Ｈ

9 個 富士電機　ＳＷ－５－１／２Ｅ

9 個 富士電機　ＳＺ－Ａ２０

9 個 指月電機製作所　ＲＧ２４６０１０７Ｊ

9 個 富士電機　ＳＣ－Ｎ３

9 個 富士電機　ＳＣ－Ｎ２

9 個 富士電機　ＳＣ－５－１

9 個 指月電機製作所　ＲＧ２４６０４０６Ｊ

9 個 富士電機　ＭＳ４ＳＹ－ＡＰ

9 個 富士電機　ＴＫ－Ｎ３Ｈ

9 個 富士電機　ＳＷ－５－１／２Ｅ

9 個 富士電機　ＳＺ－Ａ２０

9 個 指月電機製作所　ＲＧ２４６０１０６Ｊ

12 個 三菱電機　ＭＳＯ－Ｔ２０ＫＰ

12 個 ニチコン　ＢＢ４４１２５０ＴＣ５

12 個 三菱電機　Ｓ－Ｔ２１

Ｃ－ＣＴ－１～６　Ｂ棟地下２階．３階トレンチ

整備項目

１：各庁舎　冷却塔電磁開閉器等交換

　散水ポンプ用電磁開閉器補助接点ユニット

　ヒーター用電磁開閉器

庁舎Ｃ棟　Ｃ－ＣＴ－１．２．５

　散水ポンプ用電磁開閉器補助接点ユニット

　散水ポンプ用コンデンサ

庁舎Ｃ棟　Ｃ－ＣＴ－３．４．６

　〃

庁舎Ａ棟　Ａ－ＣＴ－１～６

　ヒーター用電磁開閉器

庁舎Ｂ棟　Ｂ－ＣＴ１．２

　送風機用コンデンサ

　ヒーター用電磁開閉器

庁舎Ｂ棟　Ｂ－ＣＴ３．４

　送風機用タイマー

　送風機用コンデンサ

庁舎Ｄ棟　Ｄ－ＣＴ－１～３

　送風機用コンデンサ

　ヒーター用電磁開閉器

品名

　〃

　送風機用コンデンサ

　送風機用タイマー

　送風機用サーマルリレー

　散水ポンプ用電磁開閉器

　散水ポンプ用コンデンサ

　〃

　〃

　送風機用コンデンサ

　送風機用サーマルリレー

　散水ポンプ用電磁開閉器

　送風機用　電磁開閉器

　送風機用電磁開閉器

　送風機用電磁開閉器

　送風機用電磁接触器

　送風機用電磁接触器

　送風機用電磁開閉器

Ａ－ＣＴ－１～６　Ａ棟屋上

Ｂ－ＣＴ－１～４　Ｂ棟屋上

Ｄ－ＣＴ－１～３　Ｄ棟屋上



　　対象機器：庁舎Ａ棟及びＣ２棟冷水１次ポンプ

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 個 三菱電機　Ｓ－Ｔ１００

1 個 三菱電機　Ｓ－Ｔ６５

1 個 三菱電機　Ｓ－Ｔ３５

1 個 三菱電機　ＭＳ４ＳＹ－ＡＰ

1 個 富士電機　ＴＨ－Ｔ６５ＫＰ

2 個 三菱電機　Ｓ－Ｔ１５０

2 個 三菱電機　Ｓ－Ｔ１００

2 個 三菱電機　Ｓ－Ｔ６５

2 個 三菱電機　ＭＳ４ＳＹ－ＡＰ

2 個 富士電機　ＴＨ－Ｎ１２０ＫＰ

6 個 三菱電機　Ｓ－Ｔ１００

6 個 三菱電機　Ｓ－Ｔ６５

6 個 三菱電機　Ｓ－Ｔ３５

6 個 三菱電機　ＭＳ４ＳＹ－ＡＰ

6 個 富士電機　ＴＨ－Ｔ６５ＫＰ

2 個 富士電機　ＳＷ－Ｎ８／２Ｅ

2 個 富士電機　ＳＣ－Ｎ６

2 個 富士電機　ＳＣ－Ｎ４

2 個 三菱電機　ＭＳ４ＳＹ－ＡＰ

2 個 指月電機製作所　ＲＧ２４４ＢＣ０２０Ｒ２６

2 個 富士電機　ＳＷ－Ｎ８／２Ｅ

2 個 指月電機製作所　ＲＧ２４６０７５６Ｊ

Ａ－ＰＣ－１－１～１－３・Ａ－ＰＣＤ－１～６　Ａ棟屋上

Ｃ－ＰＣＤ－１・２・５・６　Ｃ２棟地下４階機械室

213台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

22 台 床置き隠ぺい型ＦＣＵ

22 台 床置き隠ぺい型ＦＣＵ

22 台 床置き隠ぺい型ＦＣＵ

22 台 床置き隠ぺい型ＦＣＵ

22 台 床置き隠ぺい型ＦＣＵ

22 台 床置き隠ぺい型ＦＣＵ

19 台 天井カセット型ＦＣＵ 天井高２．６ｍ

20 台 天井カセット型ＦＣＵ 天井高２．６ｍ

19 台 天井カセット型ＦＣＵ・床置き型ＡＣＵ 天井高２．６ｍ

2 台 天井カセット型ＦＣＵ 天井高２．６ｍ

3 台 天井カセット型ＦＣＵ 天井高２．６ｍ

6 台 天井カセット型ＦＣＵ 天井高２．６ｍ

7 台 天井カセット型ＦＣＵ 天井高２．６ｍ

2 台 天井カセット型ＦＣＵ 天井高２．６ｍ

4 台 床置き隠ぺい型ＦＣＵ

閉庁日作業（基準）

ドレン配管の口径は２５Ａ～５０Ａ

「庁舎Ｂ棟地下３階　南東」を除き、既設配管の切断・復旧を見込むこと。

竪管合流まで行い、合流手前部分についてはブラシ等にて清掃すること

３：各庁舎　ドレン配管洗浄

　ポンプ用補助接点ユニット

　〃

　ポンプ用タイマー

　ポンプ用サーマルリレー

２：各庁舎　ポンプ電磁開閉器等交換

　　対象機器：庁舎Ａ・Ｂ・Ｃ１・Ｃ２・Ｅ２棟空調機ドレン配管

該当機器設置場所

庁舎Ａ棟６階　北側

庁舎Ａ棟７階　北側

庁舎Ａ棟８階　北側

庁舎Ａ棟１２階　北側

庁舎Ａ棟１３階　北側

庁舎Ｂ棟地下３階　南西及び南東

庁舎Ｂ棟地下３階　南東

庁舎Ｂ棟地下１階　北西

庁舎Ｂ棟６階　南西

庁舎Ｂ棟８階　南東

庁舎Ａ棟　Ａ－ＰＣ－１－１

品名

　ポンプ用コンデンサ

庁舎Ａ棟５階　北側

　ポンプ用補助接点ユニット

　〃

　ポンプ用タイマー

　ポンプ用サーマルリレー

庁舎Ｃ棟　Ｃ－ＰＣＤ－１・２

　〃

庁舎Ｃ２棟５階　北西

庁舎Ｃ１棟８階　北東

庁舎Ｃ２棟８階　北西

庁舎Ｅ２棟１階　南西

ＩＣＥ　ＣＬＥＡＮ工法又は、それに準ずる工法にて実施することとし、使用する工法について、契約前に監督官の事前承認
を得ること

　ポンプ用電磁開閉器

　ポンプ用電磁開閉器

　ポンプ用電磁開閉器

　ポンプ用電磁開閉器

　ポンプ用電磁開閉器

　〃

　ポンプ用タイマー

　ポンプ用コンデンサ

庁舎Ｃ棟　Ｃ－ＰＣＤ－５・６

庁舎Ａ棟　Ａ－ＰＣ－１－２・３

　ポンプ用補助接点ユニット

　〃

　ポンプ用タイマー

　ポンプ用サーマルリレー

庁舎Ａ棟　Ａ－ＰＣＤ－１～６



1台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 個 三菱電機　Ｒ６１０２９５３９

1 個 三菱電機　Ｒ６１０１２５４１

3 個 三菱電機　Ｒ６１０１８１０４

3 個 三菱電機　Ｒ６１００２０１９

閉庁日作業（基準）

天井高２．６ｍ

1台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 個 三菱電機　ＦＲ－Ａ８４０－５．５Ｋ－１

1台

　　日立グローバルライフソリューションズ　ＲＡＳ－ＡＰ３３５ＤＳＲ４

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 点 日立グローバルライフソリューションズ　６９５４５００

4 個 日立グローバルライフソリューションズ　Ｐ２８６３９

3 個 日立グローバルライフソリューションズ　Ｐ１３１０９

3 個 日立グローバルライフソリューションズ　Ｐ２１２４５

2 個 日立グローバルライフソリューションズ　Ｐ２８５０９

1 個 日立グローバルライフソリューションズ　Ｐ２４３９７

1 個 日立グローバルライフソリューションズ　Ｐ２９３４５

1 個 日立グローバルライフソリューションズ　Ｐ２９７２６

1 個 日立グローバルライフソリューションズ　Ｐ２２５２１

2台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

2 式 鍋屋バイテック　ＳＰＢ１７０－３

2 式 鍋屋バイテック　２５１７－４８－Ｎ　１４×９

2 式 鍋屋バイテック　ＳＰＢ２３０－３

2 式 鍋屋バイテック　２５１７－５５－Ｎ　１６×１０

2 式 兼工業　ＦＷ１３Ｎ

2台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

2 台 アズビル　ＶＹ６９６１Ａ１１５０　１５０Ａ

2 式

既設型番：ＶＹ６９００Ｄ４１５０

1台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 個 兼工業　ＳＨ－２５（ステンレス浮球付）

2 本 ２５Ａ　半切り

1 個 　Ｌ　２５Ａ

保温工事含む

品名

防振ゴム

段付きねじ

４：庁舎Ａ棟　ＡＣＲ空調機ドレンポンプフロートスイッチ交換　

　　対象機器：庁舎Ｂ棟ＲＦ冷却塔置き場ＰＡＣ　３Ｆ～５Ｆノード室系統　Ｂ－ＡＭＰ－２１　

品名

５：庁舎Ａ棟　ＡＣＵ空調機還気ファンインバーター交換

　　対象機器：庁舎Ａ棟１５階空調機械室

品名

　　対象機器：庁舎Ｂ棟屋上　冷却塔　Ｂ－ＣＴ－５・６

７：庁舎Ｂ棟　冷却塔ボールタップ・プーリー交換

　　対象機器：庁舎Ｂ棟Ｂ２Ｆ冷却塔　Ｃ．ＣＴ－０７・０８

品名

ファンプーリー

キー及びブッシング

ボールタップ

品名

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＶＢ）

コア継手

品名

９：庁舎Ｂ棟　補給水槽ボールタップ交換

電動バタフライ弁

ボルト・ナット

複式ボールタップ　

インバーター

圧縮機

防振ゴム１

防振ゴム２

特殊ナット

クランクケースヒーター

ドレンポンプ

フロートスイッチ

６：庁舎Ｂ棟　ＡＭＰ空調機圧縮機交換

　　対象機器：庁舎Ａ棟１９階東エレベーターホール空調機　三菱電機　ＰＥ－ＲＰ５０ＤＡ１４

ゴムキャップ

防音カバー

ボウシカバー

サーミスター

モータープーリー

キー及びブッシング

　　対象機器：庁舎Ｂ棟屋上　開放型膨張水槽　Ｂ－ＴＥ－１

８：庁舎Ｂ棟　電動バラフライ弁交換



2台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

2 台 荏原製作所　６５ＭＳＮ４５５．５Ｂ

4 個 ＴＯＺＥＮ　ピュアジョイント　６５Ａ×２５０

2 個 イシザキ　ナイロンコート　６５Ａ×１０Ｋ

2 個 富士電機　ＳＷ－５－１／２Ｅ

2 個 指月電機製作所　ＲＧ２４６０２５６Ｊ

1 個 オムロン　６１Ｆ－Ｇ２

2 本 ６５Ａ

2 個 Ｌ　６５Ａ

8 枚 Ｆ　６５Ａ×１０Ｋ

4 本 ＨＸＮｉ　６５Ａ

閉庁日作業（基準）

保温工事含む

1台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 枚 荏原冷熱システム　ＭＰＣ－Ｕ３３５ＡＳＷＴ用

1台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

2 個 Ｓａｎ　Ａｃｅ　１０９Ｓ０７８ＵＬ

2台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

2 台 富士電機　FRN45G2S-4J

2 個

2台

　　　新晃工業　ＡＪ－１５０ＡＯ－ＢＤ

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

2 台

閉庁日作業（基準）

洗浄範囲は送風機ファン、熱交換器、機器内部とし、送風機ファンは取り外して洗浄を行うこと。

1台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 式 ダイキン工業　２５５１１８７

閉庁日作業（基準）

天井高２．６ｍ

4台

　　　ダイキン工業　ＦＸＹＣＰ５６Ｍ

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

4 台 ダイキン工業　１４２５６７Ｊ

4 個 ダイキン工業　０７３６１６Ｊ

12 個 ダイキン工業　５３８００６Ｊ

12 個 ダイキン工業　０３４２１３Ｊ

12 個 ダイキン工業　０４３６７８Ｊ

4 個 ダイキン工業　１５６７９３Ｊ

天井高２．６ｍ

フロートスイッチ

平座金

防振ボルト

ドレンポンプ防振ゴム

ドレン取付板

ドレンポンプ

品名

　　　対象機器：庁舎Ｃ３棟１階防災センター　Ｃ３．ＡＣＰ－０１－０１－０１・０２・０３・０４

１０：庁舎Ｃ２棟　循環ポンプ更新

品名

１２：庁舎Ｃ３棟　加圧給水ポンプ制御盤用冷却ファン交換

点検扉（扉枠共）

　　　対象機器：庁舎Ｃ２棟地下４階衛生機械室　循環ポンプ　Ｃ－ＰＤＫ－４－１・２

品名

１１：庁舎Ｃ３棟　冷却塔　点検扉交換

循環ポンプ

フレキシブル継手

逆止弁

電磁開閉器

フロートなしスイッチ

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＶＤ）

コア継手

コア継手

コア継手

　　　対象機器：庁舎Ｃ３棟地下３階冷却塔置き場　冷却塔　Ｃ３－ＣＴ－０１－０４

品名

１４：庁舎Ｃ３棟　空調機薬品洗浄

インバーター

取付アタッチメント

　　　対象機器：庁舎Ｃ３棟地下5階受水槽室　受水槽室制御盤　Ｃ３－ＰＷ－０１

品名

１３：庁舎Ｃ３棟　冷水２次ポンプＩＮＶ更新

冷却ファン

　　　対象機器：庁舎Ｃ３棟地下４階熱源機械室　冷水２次ポンプ　Ｃ３－ＰＣ－０３－２・３

品名

１６：庁舎Ｃ３棟　ＡＣＰ空調機ドレンポンプ交換

ファンハウジング本体組立品

　　　対象機器：庁舎Ｃ３棟地下４階執務室　空調機　ＡＣＣ－Ｂ４－０８－０１・０２

品名

１５：庁舎Ｃ３棟　ＡＣＰ空調機ファン交換

分解薬品洗浄作業

　　　対象機器：庁舎Ｃ３棟地下２階会議室　Ｃ３．ＡＣＰ－２－２　ファン交換　ダイキン工業　ＦＨＰ８０ＣＢ

ポンプ用コンデンサ



2台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

2 個 ＮＳ２Ｓ－２Ｆ０Ｂ

4 枚

1系統

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

2 m Ｓｃｈ４０　６５Ａ

1 枚

1 式

1 式

常用圧力にて通気後、漏れがないことを確認すること

保温工事含む

仮設足場（３．５ｍ）を考慮

1系統

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 本 ３０Ａ

1 本 ２０Ａ

2 本 ７５Ａ

7 本 １００Ａ

1 本 ３０Ａ

1 個 ＶＳ　３０Ａ

2 個 ＤＬ　２０Ａ

1 個 Ｔ　３０Ａ×２０Ａ

1 個 Ｔ　３０Ａ

3 個 掃除口　３０Ａ

3 個 Ｌ　３０Ａ

2 個 Ｌ　３０Ａ×４５°

1 個 Ｓ　３０Ａ

1 個 ＣＯＳ　８０Ａ

2 個 ８０Ａ

1 個 Ｕ　８０Ａ

2 個 ８０Ａ

1 個 ＳＴ　８０Ａ×３２Ａ

2 個 ８０Ａ

1 個 ３２Ａ

1 個 ＤＬ　７５Ａ

2 個 ＤＳ　７５Ａ

1 個 ＤＴ　１００Ａ×７５Ａ

1 個 ネジ式掃除口　１００Ａ

13 個 ＤＳ　１００Ａ

4 個 ＤＬ　１００Ａ

1 式

1 式 材工共

1 式 材工共

保温工事含む

閉庁日作業（基準）

天井高２．６ｍ、階高１階５．５ｍ、２階４ｍを考慮

詳細は別図による

１７：庁舎Ｄ棟　蒸気遮断弁交換

品名

　　　対象機器：庁舎Ｄ棟地下１階熱源機械室　吸収式冷凍機　Ｄ．ＲＡ－３

１８：庁舎Ｄ棟　蒸気配管交換

仮設足場（３．５ｍ）を考慮

部品番号：８１４２１１０９３８３２０

パッキン

蒸気遮断弁

品名

　　　対象機器：庁舎Ｄ棟地下１階熱源機械室　吸収式冷凍機　Ｄ．ＲＣ－２・３　蒸気遮断弁交換

ボルトナット

ガスケット

継手類一式

圧力配管用炭素鋼管（黒）

　　　対象機器：ドレン配管２階及び１階

ＤＶ継手

吊り金具

天井及び開口復旧

ＭＤ用フランジセット

ＭＤ継手

ＭＤ用フランジセット

ＭＤ用フランジセット

ＤＶ継手

ＤＶ継手　

１９：庁舎Ｄ棟　女性更衣室ドレン配管交換

保温材取付

品名

硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

結露防止層付硬質塩化ビニル継手　

結露防止層付硬質塩化ビニル継手　

結露防止層付硬質塩化ビニル継手　

ＭＤ継手

ＭＤ用フランジセット

ＭＤ継手

空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管

ＴＳ継手

空調ドレン継手

結露防止層付硬質塩化ビニル継手　

結露防止層付硬質塩化ビニル継手　

結露防止層付硬質塩化ビニル継手　

ＤＶ継手

ＤＶ継手

ＤＶ継手



1系統

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 個 大和バルブ　１０Ｃ－ＣＮ　３２Ａ

1 個 ヨシタケ　ＧＤ－２７－ＮＥ　３２Ａ

1 個 テクノフレックス　Ｆ１２２　ＳＳ４００／５ＫＦ　３２Ａ

2 個 Ｌ　３２Ａ

3 個 ＨＸＮｉ　３２Ａ

2 枚 Ｆ　３２Ａ×１０Ｋ

1 個 Ｓ　３２Ａ

1 枚 Ｆ　３２Ａ×５Ｋ

8 個 Ｍ１２用

8 個 Ｍ１２用

1 式

1 式

保温工事含む

閉庁日作業（基準）

1台

　　  ダイキン工業　ＦＸＹＨＰ７１ＭＣ

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 組 ダイキン工業　２５５１１８７

閉庁日作業（基準）

天井高２．６ｍを考慮

1台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 式 エアマテイック　DX-1800E用

1 式 エアマテイック　DX-1800E用

1 式 エアマテイック　DX-1800E用

1系統

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

6 m １５Ａ　Ｓｃｈ４０

8 個 Ｓｃｈ４０　ＳＥ　１５Ａ

1 個 Ｓｃｈ４０　Ｔ　１５Ａ

保温工事含む

2台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 台 本山製作所　３８８９　６５Ａ

1 台 本山製作所　３８８９　６５Ａ

設定圧力２．５Ｍｐａ

パッキン

ボルトナット

絶縁ワッシャー

絶縁スリーブ

ステンレスねじ込み接手

給湯用コア継手　

給湯用コア継手　

品名

逆止弁

減圧弁

ステンレスフレキ

給湯用コア継手

２３：厚生棟　１号ボイラー給水制御発信機連絡配管交換

フロートスイッチＤＸ

Ｌストレーナーフィルター

フロート部

品名

２２：庁舎Ｆ２棟　電熱式蒸気加湿器フロートスイッチ交換

ハウジング本体組立品

品名

２１：庁舎Ｆ１棟　ＡＣＰ空調機ファンモーター交換

２０：Ｅ２棟　貯湯槽逆止弁等交換

給湯用コア継手

　　　対象機器：庁舎Ｆ２棟地下１階空調機械室　空調機　Ｆ２－ＡＣＵ－６－１　加湿器フロート交換

　　　対象機器：庁舎Ｅ２棟地下１階　貯湯槽　ＴＶＳ－１　逆止弁等交換

　　　対象機器：厚生棟地下２階ボイラー室　２号３号ボイラー　給水調整弁交換

　　　対象機器：厚生棟地下２階ボイラー室　１号ボイラー　吸水制御発信機連絡配管交換

　　　対象機器：庁舎Ｆ１棟６階端末機械室　空調機　Ｆ１．ＡＣＰ－９－４　ファンモーター交換

給水調整弁

給水調整弁

品名

２４：厚生棟　２号３号ボイラー給水調整弁交換

黒　ＳＣＨ溶接継手

黒　ＳＣＨ溶接継手　

圧力配管用炭素鋼管（黒）

品名



1系統

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

7 本 ５０Ａ×４０００Ｌ

1 個 ５０Ａ×１０Ｋ

10 個 　Ｌ　５０Ａ

2 個 　オスねじアダプター　５０Ａ

4 個 　Ｓ　５０Ａ

1 個 　メスねじアダプター　５０Ａ

2 個 　Ｌ　５０Ａ

2 枚 　Ｆ　５０Ａｘ１０Ａ

1 個 オスねじアダプター　５０Ａ

1 式

1 式

保温工事含む

閉庁日作業（基準）

仮設足場３ｍを考慮

1式

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 式

1 式

1台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 台 ダイキン工業　２３８７７０３

1 個 ダイキン工業　２４９７８５７

1 個 ダイキン工業　２４５５８５３

1 個 ダイキン工業　２１３３３４８

1 個 ダイキン工業　２２１９９９４

3 個 ダイキン工業　１６２５３１Ｊ

1 個 ダイキン工業　１９４３７４４

1 個 ダイキン工業　２５６２７４９

1 個 ダイキン工業　１７１６１５Ｊ

1台

　　　ダイキン工業　ＦＲＰ６００ＢＫＲ

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 台 ダイキン工業　２４９０００３

1 個 ダイキン工業　２３８３８３３

1 個 ダイキン工業　２０１５９４５

1 個 ダイキン工業　２４５５８５３

1 個 ダイキン工業　２１３３３４８

1 個 ダイキン工業　２２１９９９４

3 個 ダイキン工業　１６２５３１Ｊ

1 個 ダイキン工業　１６９５７８０

1 個 ダイキン工業　２１４６８９４

1 個 ダイキン工業　１９２５９５５

冷媒回収充填破壊処理費（材工共）

ガス漏れ調査及び修繕（材工共）

品名

　　　対象機器：厚生棟　特高電気室Ｋ．ＡＣＰ－Ｂ２－０１－０５　ガス漏れ修繕　ダイキン工業　ＦＲＰ６００ＢＫＲ

２６：厚生棟　ＡＣＰ空調機ガス漏れ修繕

パッキン

銅管用継手

ステンレスねじ込み継手

ステンレスねじ込み継手

圧縮機（全密閉スクロール式）

品名

　　　対象機器：厚生棟地下２階特高電気室　空調機　Ｋ．ＡＣＰ－Ｂ２－０１－６

２８：厚生棟　ＡＣＰ空調機定速圧縮機交換

品名

　　　対象機器：厚生棟地下２階特高電気室　空調機　Ｋ．ＡＣＰ－Ｂ２－０１－０４　インバーター圧縮機交換

２７：厚生棟　ＡＣＰ空調機ＩＮＶ圧縮機交換

インバーター組立品

短絡用コネクタ

ボルトナット

　　　対象機器：厚生棟屋上機械室　貯湯槽　ＴＶＳ－０２－０２　給湯往管更新

金属強化ポリエチレン管継手

金属強化ポリエチレン管継手

金属強化ポリエチレン管継手

金属強化ポリエチレン管継手

鉛カットゲートバルブ

金属強化ポリエチレン管（保温付）

品名

２５：厚生棟　貯湯槽給湯往管更新

圧縮機

クランクケースヒーター

圧縮機防音材

　　　空調機型番：ダイキン工業　ＦＲＰ６００ＢＫＲ

圧縮機取付ボルト

プリント基板組立品

　〃

電磁接触器

圧縮機防音ヘッドカバー

防振ゴム（４個セット）

圧縮機取付ボルト

ワイヤーハーネス組立品

防振ゴム（４個セット）

圧縮機防音ヘッドカバー

圧縮機防音材

クランクケースヒーター

端子カバー



2系統

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 本 ５０Ａ

1 本 ３２Ａ

1 本 ５０ＳＵ　ＪＩＳ　Ｇ３４４８

1 本 ３０ＳＵ　ＪＩＳ　Ｇ３４４８

2 個 ５０ＳＵ×１０Ｋ

1 個 ３０ＳＵ×１０Ｋ

1 個 メスねじアダプター　５０ＳＵ×５０Ａ

1 個 メスねじアダプター　３０ＳＵ×３２Ａ

1 個 オスねじアダプター　５０Ａ

1 個 オスねじアダプター　３２Ａ

1 個 Ｔ　５０ＳＵ×３０ＳＵ

1 個 Ｌ　３０ＳＵ

1 個 ＣＡＰ　５０ＳＵ

閉庁日作業（基準）

3台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

6 個 三菱電機　ＥＴ－Ｎ６０

1台

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 式 ダイキン工業　２０１５０４６

1 式 ダイキン工業　２２５７１７４

1 式 ダイキン工業　２０１５０３９

天井高２．６ｍ

1台

　　　三菱電機　ＰＬＦＹ－Ｐ３６ＥＭＧ３

数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

1 個 三菱電機　Ｒ０１Ｅ３１３５５

1 個 三菱電機　Ｒ０１Ｅ１１５２７２

1 個 三菱電機　Ｒ０１Ｒ０２２０２

1 個 三菱電機　Ｒ０１Ｅ０４５９３

閉庁日作業（基準）

３２：６８号　ＡＣＰ空調機ドレンポンプ交換

　　　対象機器：６８倉庫１階　空調機　６８．ＡＣＰ－１－３－７ドレンポンプ他交換

品名

サーミスタ

銅管

ＳＵＳ３０４パイプ

ＳＵＳ３０４パイプ　

銅管

２９：厚生棟　給湯返湯管末端加工

品名

　　　対象機器：厚生棟１階ＰＳ　ＰＳ内給湯返湯管配管加工

天井高２．６ｍ

銅管用継手

ステンレス継手

ステンレス継手

ステンレス継手

ステンレス継手

ステンレス継手

３１：１０号館　ＡＣＰ空調機膨張弁駆動部鋼管

ステンレスゲートバルブ

ステンレスゲートバルブ

銅管用継手

抗菌剤

電動弁コイル組立品

サーミスタ組立品

サーミスタ組立品

ドレンポンプ組立品

フロートセンサ組立品

品名

　　　対象機器：１０号館２階執務室　空調機　１０．ＡＣＰ－４－２－２　ダイキン工業　ＦＸＹＨＰ３６ＭＣ

ポンプ用サーマルリレー

品名

　　　対象機器：屋外ポンプ室　揚水ポンプ　ＰＷ－１・２・３　サーマルリレー交換

３０：屋外ポンプ室　揚水ポンプサーマルリレー交換



数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

石綿含有事前調査 20 検体 3項-B棟地下３階南東を除く保温材 14検体

（報告書作成含む） 10項：保温材 1検体

18項：パッキン 1検体

19項：保温材・天井ボード・耐火ボード 3検体

20項：パッキン 1検体

注意事項

・ 　試運転調整、保温工事、養生・清掃含む。

・ 　項目９、１９を除き作業前後に各防災センターへ、停止・復旧の調整を行うこと。

・ 　項目２０，２５，２９について、作業前後に食堂業者との調整を行うこと。

・ 　防災センターでの運転・停止、及び監視（可能なものについて）が出来る事を確認すること。

　　参考　各防災センター中央監視装置メーカー

　　　　　Ａ棟：ジョンソンコントロールズ社、他：アズビル社

・ 　参考型番・規格・仕様については、既設の型式等を示し、使用する部材は同等品以上とすること。

33:石綿含有事前調査

　　　対象機器：各所配管等部材

品名



２階平面図
別図

女子更衣室

竪管８０A

横引き１００A

１階平面図


